
別紙 

重要説明事項 

 

本事業に係る重要説明事項を以下のとおりご案内しますので、必ずご確認・ご理解い

ただいた上でご申請をお願いいたします。 

 

（１）補助に関する注意事項  

① 本事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号）に基づき実施されます。 

 

・ 本事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号）に基づき実施されます。 

・ 補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容

の公表等や５年以下の懲役もしくは１００万円以下の罰金に処せられることがありま

す。 

・ 応募書類等の内容に虚偽がある場合や、法令に違反していることが明らかな場合、当該

法令による罰則のほか、採択の取消、交付決定取消や交付済み補助金の全額返還等の処

分を受ける可能性があります。 

・ 応募書類等の作成・提出に際しては、事実と異なる記載内容での申請とならないよう、

十分にご確認ください。 

 

② 補助金交付決定の後でないと補助事業に着手できません。 

 

 

・ 採択事業者には、補助金の交付申請を行っていただきます。 

・ 審査の結果、補助金の交付（支払い）対象として認められると、事務局から「補助金交

付決定通知書」が補助対象事業者に送付されます。 

・ 補助金交付決定前の発注・契約・支出行為は、補助対象外となりますのでご注意くださ

い。 

・ また、精算後の補助金の支払いは、銀行振込方式が原則です(小切手・手形による支払

は不可)。 

 

③ 補助事業の内容等を変更する際は、事前の承認が必要です。 

 

・ 補助事業は、交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、補助事業を実施する中

で、交付決定を受けた金額の範囲内で補助対象事業の内容（軽微な変更を除く。)を変

更する際には、変更に係る契約前に、所定の「変更交付申請書」を提出し、変更交付決

定を受ける必要があります。 

・ 内容によっては、変更が認められない可能性がありますので、ご留意ください。 



 

④ 補助金の交付決定を受けても、定められた期日までに完了実績報告書の提出がな

いと、補助金の支払いは行いません。 

 

・ 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業の完了後、補助事業で取り組んだ内容を

報告する「完了実績報告書」および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日ま

でに提出しなければなりません。もし、定められた期日までに完了実績報告書の提出が

確認できなかった場合には、補助金交付決定を受けていても、補助金を受け取れなくな

りますので、必ず期日を守ってください。 

 

⑤ 実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付決定金額より

少なくなる場合があります。 

 

・ 完了実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外経費が含まれていることが判明し

た場合には、当該支出を除いて補助金の金額を算出します。 

 

⑥ 所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があり

ます。 

 

・ 単価５０万円 (税抜き) 以上の機械装置等の購入等、告示（平成２２年国土交通省告示

第５０５号）により定められたものについては、「処分制限財産」に該当し、補助対象

設備投資と認められ、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分 

(補助対象事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等) が制限されます。 

・ 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず県に承認申請を行い、承認を受け

る必要があります。 

・ 県は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存処分制限期間等か

ら算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を納付

させることがあります。 

・ 承認を得ずに処分を行うと、補助金交付取消・返還命令の対象となります。 

 

⑦ 補助事業関係書類は終了後５年間保存しなければなりません。 

 

・ 補助事業者は、補助事業に関係する帳簿及び証拠書類を補助事業の完了する日の属する

年度の終了後５年間 (令和１２年３月３１日まで)、県や会計検査院からの求めがあっ

た際にいつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。 

・ この期間に、会計検査院による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金を受けた

者の義務として応じなければなりません。また、検査等の結果、補助金の返還命令等の

指示がなされた場合には従わなければなりません。 

 



⑧ 国・県が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません。 

 

・ 同一の内容について、国・県が助成する他の制度（補助金、委託費等）と重複する事業

は補助対象となりません。 

 

⑨ 補助対象経費における消費税の扱いについて 

 

・ 税制上、補助金は消費税（地方消費税を含む。以下同じ）の課税対象となる売上収入で

はなく、特定収入となるため、課税事業者である補助事業者に消費税を含む補助金が交

付された場合、当該補助事業者が消費税の確定申告を行うことで、補助事業に係る課税

仕入れに伴う消費税の還付金が発生することとなるため、この還付と補助金交付が重複

しないよう、原則として補助対象経費には消費税額を含めないこととします。 

    ・ ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障をきたす恐れがあ

るため、消費税を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

－ 消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

（課税売上高が 1,000万円以下の事業者） 

－ 免税事業者である補助事業者 

－ 簡易課税事業者である補助事業者 

（課税売上高が 5,000 万円以下であり、簡易課税制度を選択している） 

－ 国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法

別表第３に掲げる法人（一般社団法人、一般財団法人、学校法人、公益財団法人、

公益社団法人、社会福祉法人、宗教法人及び商工会等）である補助事業者 

－ 国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として事業を行う補助事業者 

－ 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の

返還を選択する補助事業者 

※上記内容について、完了実績報告書の提出にあわせて、確認のため、消費税及び地

方消費税の仕入控除税額報告書を提出願います。 

 

（２）個人情報の使用目的 

 

本事業の応募に係る提出書類等により取得した個人情報は、以下の目的以外に利用することはあ

りません。 

なお、取得した個人情報は、同様の目的において、国土交通省および有識者を含む選定委員会に

共有されます。 

・本事業における審査・選考・必要な事務連絡・資料送付等の事業の進行管理のため 

・応募情報を統計的に集計・分析し、応募者を識別・特定できない形態に加工したデータを作成

するため 

 

 



（３）反社会的勢力の排除 

 

次の①から④に掲げるいずれかに該当することが判明した場合は、採択を取り消します。 

① 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）で

あるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体であ

る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴

力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係

を有しているとき。 

 

（４）その他 

本公募要領に掲載のない細部については、県の指示に従うものとします。 

 


